
令和元年度
第１回 豊田市自転車利用環境整備推進会議

令和元年10月1日（火）

～（仮称）豊田市自転車活用推進計画（骨子案）～

資料５



1

１．（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要
２．取り組むべき施策と、具体的な措置

Ⅰ. 空間づくり
Ⅱ. 意識づくり
Ⅲ. 仕組みづくり

目次



（１） 概要
（仮称）豊田市自転車活用推進計画

2（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要１

歩行者・自転車・自動車が互いに意識し譲り合え、
「だれもが安全で快適に楽しく自転車でつながるまち とよた」の実現を目指す。

目指すべき姿

豊田市全域計画区域

計画名称

目指すべき姿に基づき目標を設定し、取り組むべき8の施策、16
の具体的な措置を定め、計画的に進めていきます。 目標における数値指標を設定する。

①自転車交通事故の削減

②自転車の利用環境に関する市民
満足度の向上

③自転車の利用者割合の向上

指 標 （ 案 ）目標に向けた実施計画

目標 取り組むべき施策※

Ⅰ．空間づくり
～自転車ネットワーク路線の

質の向上～

（1）自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上
（2）自転車通行空間の改善

Ⅱ．意識づくり
～子どもから大人まで通行
ルールの共通認識が持てる

啓発・教育の充実～

（1）自転車の交通ルール（自転車安全利用五則など）の普及啓発
の強化

（2）子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実
（3）事故から身を守るための取組の促進

Ⅲ．仕組みづくり
～自動車から自転車への
転換を促し、楽しく自転
車を利用できる取組～

（1）クルマと自転車のかしこい使い分けによる自転車利用促進
（2）サイクルツーリズムの推進による自転車に乗りたくなる取組の充実
（3）良好な駐輪環境の確保

※取り組むべき施策に対する具体的な措置は、７頁以降に詳細を記載しています。

本計画の期間は、2020年度から2024年度までの５年間とします。計画期間
2020年東京オリンピック

（仮称）豊田市自転車活用推進計画
計画期間：５年

2020年度

▲計画期間

2024年度

第8次 豊田市総合計画＜後期実践計画＞

※詳細については検討中



3（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要１

Ⅰ．空間づくり ～自転車ネットワーク路線の質の向上～
（２） 取り組むべき施策（空間づくり）

豊田市における自転車に関する状況 これまでの取組・評価
○全事故死傷者数のうち自転車事故死傷者数の割合：増加傾向
○年齢別自転車事故：高校生の年代（16～19歳）が多い
○自転車と歩行者の交通事故死傷者数：増加
○自転車の交通事故（平成26～30年）：外環状線内側が多い
○箇所別交通事故：交差点（特に無信号交差点）が多い

○整備路線延長：２７.1ｋｍ (令和元年8月末)
○整備した路線の事故件数：約5割削減
○整備した自転車通行空間利用率：13％
○安全性に関する評価：ドライバーの満足度が低い

更なる自転車活用に向けた課題
□自転車ネットワークの形成に向けた更なるハード整備が必要
□自転車通行空間の更なる安全性の向上が必要

□自転車通行空間（車道）の利用率が低い
□ドライバーの満足度が低い

取り組むべき施策
（1）自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上
（2）自転車通行空間の改善



4（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要１

Ⅱ．意識づくり～子どもから大人まで通行ルールの共通認識が持てる啓発・教育の充実～
（２） 取り組むべき施策（意識づくり）

豊田市における自転車に関する状況 これまでの取組
○全事故死傷者数のうち自転車事故死傷者数の割合：増加傾向
○年齢別自転車事故：高校生の年代（16～19歳）が多い
○自転車と歩行者の交通事故死傷者数：増加
○自転車利用者が加害者となる交通事故：高額賠償金の支払い

事例あり

○小中高生に対する交通安全講習の実施：133回/年
○自転車利用者に対する啓発活動 ：10回/年

※H29実績

更なる自転車活用に向けた課題
□啓発活動や交通安全講習の継続及び内容の充実による更なる自転車利用ルールの周知徹底が必要。
□事故の加害者になることへの認識不足

取り組むべき施策
（1）自転車の交通ルール（自転車安全利用五則など）の普及啓発の強化
（2）子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実
（3）事故から身を守るための取組の促進

（仮称）自転車の安全で適正な利用促進に関する条例制定（令和元年度制定予定）



5（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要１

Ⅲ．仕組みづくり～自動車から自転車への転換を促し、楽しく自転車を利用できる取組～
（２） 取り組むべき施策（仕組みづくり）

豊田市における自転車に関する状況 これまでの取組
○交通手段：自転車は減少、自動車は増加
○通勤、通学時の自転車分担率：中核市平均を下回る
○放置自転車台数：近年は減少傾向だがほぼ横ばい

○エコ通勤参加企業数：増加傾向
○市内駐輪場利用率：70.6％（利用率100％超え：12箇所）
○自転車等放置禁止区域のPR実施：豊田市駅、新豊田駅周辺

更なる自転車活用に向けた課題
□企業との更なる連携が必要。
□観光等の楽しむ手段としての利用促進が必要。
□更なる駐輪場の利用率の向上と放置自転車対策の改善が必要。

取り組むべき施策
（1）クルマと自転車のかしこい使い分けによる自転車利用促進
（2）サイクルツーリズムの推進による自転車に乗りたくなる取組の充実
（3）良好な駐輪環境の確保



6（仮称）豊田市自転車活用推進計画の概要１

（２） 取り組むべき施策（一覧）

目標 取り組むべき施策
Ⅰ．空間づくり
～自転車ネットワーク路線の質の向上～

（1）自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上
（2）自転車通行空間の改善

Ⅱ．意識づくり
～子どもから大人まで通行ルールの
共通認識が持てる啓発・教育の充実～

（1）自転車の交通ルール（自転車安全利用五則など）の
普及啓発の強化

（2）子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実
（3）事故から身を守るための取組の促進

Ⅲ．仕組みづくり
～自動車から自転車への転換を促し、
楽しく自転車を利用できる取組～

（1）クルマと自転車のかしこい使い分けによる自転車利用促進
（2）サイクルツーリズムの推進による自転車に乗りたくなる取組の

充実
（3）良好な駐輪環境の確保



7取り組むべき施策と、具体的な措置２

○「空間づくり」における目標の実現に向け、施策及び措置を定め、計画的に取り組む。

取り組むべき施策 具体的な措置

（1）自転車ネットワーク路線の安全性・
快適性の向上

1) 効果的・効率的な自転車通行空間の延伸

2) 完成形態を見据えた自転車通行空間の整備

3）サイクリングロードの整備推進

（2）自転車通行空間の改善 1) 整備後の課題や利用者の声をふまえた自転車通
行空間の改善

目標

Ⅰ．空間づくり ～自転車ネットワーク路線の質の向上～

Ⅰ.空間づくり
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8取り組むべき施策と、具体的な措置２

Ⅰ.空間づくり
■各施策の考え方とその対象路線

◆幹線道路における、1kmあたり自転車関連事故件数(H26～H30)◆

◆重点エリアにおける「空間づくり」の施策と措置◆
取り組むべき施策 具体的な措置 対象路線

（1）自転車ネットワーク
路線の安全性・快
適性の向上

1) 効果的・効率的な
自転車通行空間の
延伸

自転車通行空間
優先整備路線

（2）自転車通行空間の
改善

1) 整備後の課題や
利用者の声をふまえ
た自転車通行空間
の改善

自転車通行空間
整備済(暫定)路線

概ね外環状線内側=「重点エリア」

約12倍 外環状線内側の
自転車事故が多い

外環状線内

整備済み（暫定形）

ネットワーク路線

未整備または暫定整備路線



9取り組むべき施策と、具体的な措置２

Ⅰ.空間づくり
■各施策の考え方とその対象路線

主要行政機関

商業施設

就業地

学校（中・高・大）

観光施設

宿泊施設

社寺・史跡等

スポーツ施設

レクリエーション施設

公園

緑地

スポーツ系その他

行政関連施設

コミュニティ関連施設

教育・文化施設

協会等

医療関係施設

福祉・保険施設

生活系その他

駐輪場

◆自転車ネットワーク路線（サイクリングロード除く）における
「空間づくり」の施策と措置◆

取り組むべき施策 具体的な措置 対象路線
（1）自転車ネットワーク路

線の安全性・快適性
の向上

2) 完成形態を見据えた
自転車通行空間の整備

道路新設・
改良計画路線

＜ネットワーク路線＞
一般道路
サイクリングロード
新規サイクリングロード

＜その他凡例＞
緑道

◆サイクリングロードにおける「空間づくり」の施策と措置◆
取り組むべき施策 具体的な措置 対象路線

（1）自転車ネットワーク路
線の安全性・快適性
の向上

3) サイクリングロードの
整備推進

① 新たなサイクリング
ロードの整備検討

サイクリングロード
計画路線

② サイクリングロードの
再整備 豊田安城自転車道

外環状線



10取り組むべき施策と、具体的な措置２

Ⅰ.空間づくり

○「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成２８年７月改定）」を踏まえ、自動車の交通量や
速度に応じ、車道通行を基本とした整備形態を選定。

■整備形態の選定の考え方

※出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン/H28.7/国土交通省道路局、警察庁交通局

自転車と自動車が車道で混在。
自転車の通行位置を明示し、自動車に
注意喚起するため、帯状の路面表示や
ピクトグラム等を設置
幅員は1.0ｍ以上（街渠除く）

交通規制により指定された、自転車が専
用で通行する車両通行帯。自転車と自
動車を視覚的に分離。
幅員1.5ｍ以上（街渠含む）
（やむを得ない場合1.0ｍ以上）

縁石線等の工作物により構造的に分離
された自転車専用の通行空間。
幅員2.0ｍ以上（街渠含む）
（やむを得ない場合1.5ｍ以上）



11取り組むべき施策と、具体的な措置２

Ⅰ.空間づくり
■整備形態選定フローを踏まえた自転車通行空間の整備形態（完成形）

自転車道

自転車専用通行帯

車道混在

未整備または暫定整備路線

※豊田市駅周辺エリア：都心環境計画に基づき整備を推進

整備済み（暫定形）

豊田市駅周辺エリア



12取り組むべき施策と、具体的な措置

１） 効果的・効率的な自転車通行空間の延伸

視点３
整備済路線との連続性
（整備済路線と概ね起点終
点で連続している路線）

整備重要度視点２
自転車利用の需要

視点１
安全性の向上

重要度Ａ：安全性の向上が必要で
あり、自転車利用の需要が
高い区間

〇 〇

重要度Ｂ：安全性の向上が必要な
区間〇 ×

重要度Ｃ：自転車利用の需要が高い
区間× 〇

重要度Ｄ：上記に当てはまらない区間× ×

２

○「安全性の向上」と「自転車利用の需要」の2視点から、優先整備路線を選定。
○また、整備済路線との連続性を確保し、自転車ネットワークの早期形成を促進させるため、整備優先度の視点
に追加。

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上



13取り組むべき施策と、具体的な措置

１） 効果的・効率的な自転車通行空間の延伸

２

○視点1「安全性の向上」及び、視点2「自転車利用の需要」の抽出方法は以下のとおり。
○特に「安全性の向上」の視点では、高校生以下で自転車事故の割合が高いことから、高校周辺の路線に注目。

視点１．安全性の向上 ※AかつBの路線を抽出
A 自転車の交通事故が多く、
事故発生リスクが高い路線

【指標①】 :100ｍあたりの自転車の交通事故件数が0.5件/5年以上の路線
＜豊田市の全事故死傷者数のうち自転車の事故死傷者数の割合が横ばい＞

【指標②③④】※ :自転車交通量が多い（500台/12ｈ以上）又は歩行者交通量が
多い（500人/12ｈ以上）、かつ小学校又は中学校の通学路指定

＜自転車と歩行者の交通事故が増加＞
※上記いずれかの条件に該当する路線

B 高校の周辺路線 【指標⑤】 ：高校の半径1.25㎞圏（自転車利用５分程度）内の路線
＜10代の交通事故の割合が、愛知県全体と比較し高い＞

視点２．自転車利用の需要 ※A又はBの路線を抽出
A 自転車の交通量が多い路線 【指標②】 ：平日12時間の自転車交通量が500台以上の路線

＜より多くの自転車利用者が利用できる路線＞

B 駅の周辺路線 【指標⑥】 ：駅の半径1.25㎞圏（自転車利用５分程度）内の路線
＜駐輪場利用率100％超えが、主に駅駐輪場のため需要が高い＞

■整備重要度の検討における2つの視点

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上

＜＞：指標選定理由を示す



14取り組むべき施策と、具体的な措置

１） 効果的・効率的な自転車通行空間の延伸

２

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上

○3つの視点から、以下の7路線を選定。
「梅坪堤線
（長興寺9丁目交差点～挙母町4丁目交差点）」
「梅坪堤線
（挙母町4丁目交差点～喜多町4丁目交差点）」
「国道155号」、「西山上挙母線」、 「豊田刈谷線」
「小坂若林線」 、「国道419号」

整備重要度

重要度A（視点1、視点2を満たす）
重要度B（視点1のみを満たす）
重要度C （視点2のみを満たす）
重要度D （どちらも満たさない）
未整備または暫定整備路線

梅坪堤線（長興寺9丁目交差点～
挙母町4丁目交差点）

梅坪堤線（挙母町4丁目交差点～
喜多町4丁目交差点）

国道155号

西山上挙母線

豊田刈谷線

小坂若林線

国道419号

整備済み（暫定形）
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15取り組むべき施策と、具体的な措置

１） 効果的・効率的な自転車通行空間の延伸

２

○自転車通行空間整備の早期実現性も考慮すると、優先的
整備路線は以下の3路線。
「梅坪堤線
（長興寺9丁目交差点～挙母町4丁目交差点）」
「西山上挙母線」、 「小坂若林線」

■優先的整備路線

路線名 整備形態 延長（km）

1 梅坪堤線(長興寺9丁目交差点～
挙母町4丁目交差点） 自転車専用通行帯 2.25

2 西山上挙母線 自転車専用通行帯 0.5
3 小坂若林線 自転車専用通行帯 1.25

合計 約4.0

■優先的整備路線の延長

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上

■横断図
西山上挙母線：＜交差点付近＞現状

小坂若林線：＜一般部＞現状

車道活用可能幅+歩道活用幅
⇒再配分可能

車道活用可能幅
⇒再配分可能

歩道部 歩道部

車道車道

道路幅員

車道部

植栽帯

自転車
通行空間

自転車
通行空間

側溝 側溝

3500
歩道部 歩道部

車道車道

道路幅員

車道部

植栽帯 路肩 路肩

側溝 側溝

整備重要度
重要度A（視点1、視点2を満たす）

重要度B（視点1のみを満たす）
重要度C （視点2のみを満たす）
重要度D （どちらも満たさない）
未整備または暫定整備路線

整備済み（暫定形）



車線数 道路幅員 単 路部の整備形態

2車線

16m
以上

自転車専用通行帯

19m
以上

自転車道

車道歩道

3.0m 3.0m2.0m 1.5m 1.5m 2.0m

道路幅員 19m

車道 歩道

2.5m 2.5m

自転車道 自転車道

車道歩道

3.0m 3.0m 2.0m2.0m

植栽帯

1.5m

植栽帯

1.5m

道路幅員 16m

車道 歩道

1.5m
1.5m

外環状線

16取り組むべき施策と、具体的な措置

２） 完成形態を見据えた自転車通行空間の整備

２

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上

○自転車ネットワーク路線の未整備・暫定整備の路線において、
地域の実情をふまえ、道路の新設・改良時に完成形態を考慮し
設計する。（事業の進捗により、これにより難い場合は除外）
○自転車通行空間の車道端部の路面については、自転車の安全
性を向上させるため、街渠はスリット側溝を採用し、自転車通行
空間を広く確保する。

主要行政機関

商業施設

就業地

学校（中・高・大）

観光施設

宿泊施設

社寺・史跡等

スポーツ施設

レクリエーション施設

公園

緑地

スポーツ系その他

行政関連施設

コミュニティ関連施設

教育・文化施設

協会等

医療関係施設

福祉・保険施設

生活系その他

駐輪場

＜ネットワーク路線＞

一般道路



17取り組むべき施策と、具体的な措置

３） サイクリングロードの整備推進
① 新たなサイクリングロード整備検討

Ⅰ.空間づくり （1） 自転車ネットワーク路線の安全性・連続性の向上

２

イメージ１

イメージ２

・矢作川高水敷（矢作緑地内）の利便性と回遊性を高めるサイクリングロードの整備検討
・既存の豊田安城自転車道との接続検討など、広域的な周遊性も考慮

主要行政機関

商業施設

就業地

学校（中・高・大）

観光施設

宿泊施設

社寺・史跡等

スポーツ施設

レクリエーション施設

公園

緑地

スポーツ系その他

行政関連施設

コミュニティ関連施設

教育・文化施設

協会等

医療関係施設

福祉・保険施設

生活系その他

駐輪場

N

新規
サイクリングロード

豊田安城自転車道

豊田市役所

矢
作
川

＜ネットワーク路線＞
一般道路
サイクリングロード
新規サイクリングロード



18取り組むべき施策と、具体的な措置

Ⅰ.空間づくり （1）自転車ネットワーク路線の安全性・連続性の向上

２

・自転車道の安全性や走行環境を向上させる
ための整備検討
・自転車道の連続性の確保を検討

整備検討区間

３） サイクリングロードの整備推進 ②豊田安城自転車道の走行環境整備検討



歩道部 歩道部車道車道

道路幅員

路
肩 ゼブラ

路
肩

↑外側線 ↑外側線

自転車通行空間 自転車通行空間

歩道部 歩道部車道車道

道路幅員

路
肩

路
肩ゼブラ

19取り組むべき施策と、具体的な措置

Ⅰ.空間づくり （2） 自転車通行空間の改善

【例】 豊田環状1号線

２

○道路利用者からのアンケート調査結果等から、課題を
把握し、対策検討を行い、自転車通行空間の維持
管理や改善を実施。

○交差点部等、幅の狭い自転車通行空間において、
スリットタイプの側溝に入替えることで、快適性向上
を図る。

駐輪場

【位置図】

駐輪場

トヨタ町
交差点

トヨタ町東
交差点

駐輪場入口

写真 駐輪場付近に乗入が無く、
歩道を通行する自転車が多い
⇒乗入の設置

１） 整備後の課題や利用者の声をふまえた自転車通行空間の改善

現 在

再編後

【現在】側溝 【再編後】スリットタイプ

出典：東京都建設局新技術情報データベース

側溝

スリットタイプの
側溝に入替え、
自転車通行の
快適性を向上
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Ⅱ．意識づくり

２ 取り組むべき施策と、具体的な措置

目標の実現に向けた施策 具体的な措置

（1）自転車の交通ルール（自転車安全利用五
則など）の普及啓発の強化

1) 自転車利用者、ドライバーへの啓発活動

2) 自転車の交通ルールの周知

3) 自転車安全利用推進強化地区の指定

（2）子どもから大人まで段階的かつ
体系的な安全教育の充実

1) 交通安全学習センター施設内及び出張に
よる交通安全講習の実施

（3）事故から身を守るための取組の促進
1) 自転車保険加入の促進

2) ヘルメット着用の促進及び自転車の点検・整
備の促進

目標

Ⅱ．意識づくり ～子どもから大人まで通行ルールの共通認識が持てる啓発・教育の充実～

○「意識づくり」における目標の実現に向け、施策及び措置を定め、計画的に取組む。

新条例

新条例

新条例
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Ⅱ．意識づくり （1） 自転車の交通ルール（自転車安全利用五則など）の
普及啓発の強化

1） 自転車利用者、ドライバーへの啓発活動

取り組むべき施策と、具体的な措置２

○以下のような啓発活動の実施を予定。
・警察と連携した指導・啓発活動
（自転車安全利用推進強化地区）
・自転車通学者・通勤者への啓発活動
・高校における自転車安全利用講習
・自転車通行空間のモデル走行による利用方法の周知
・店舗や各種イベント時において、安全利用の啓発活動

啓発・教育のポイント
○自転車・自動車双方に呼びかけ、自転車の交通ルールや通行ルールについて理解を深める
○自転車利用のターゲット層である高校生・通勤利用者を重点に啓発を行う
○自転車安全利用の推進強化地区に指定されたエリアにおいて、重点的に啓発を実施する

▲啓発活動の様子自転車安全利用五則
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４ 安全ルールを守る
５ 子どもはヘルメットを着用 B-Force（愛知県警）

によるモデル走行

▲
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Ⅱ．意識づくり （1） 自転車の交通ルール（自転車安全利用五則など）の
普及啓発の強化

2） 自転車の交通ルールの周知

取り組むべき施策と、具体的な措置２

○自転車の交通ルールをわかりやすく伝える、自転車安全利用に関するリーフレット類の作成・配布を実施。

▲自転車利用に関する交通ルールを掲載した各種チラシ・リーフレット

作成イメージ
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Ⅱ．意識づくり （1） 自転車安全利用五則の普及啓発の強化
3） 自転車安全利用推進強化地区の指定

取り組むべき施策と、具体的な措置２

○自転車事故が多い、自転車の交通量が多い地区などを想定。
○中学校地区単位で指定を行い、重点的な啓発を実施する。

▲通学路等における啓発の様子▲中学校区別図

指定は中学校区
単位（想定）
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Ⅱ．意識づくり
（2） 子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実

1） 交通安全学習センター施設内及び出張による交通安全講習の実施

取り組むべき施策と、具体的な措置２

○小学校4年生の施設内講習、中学校１年生及び高校１年生の出張講習において、自転車交通ルールや
安全利用のための知識についての啓発・教育を実施。
○交通安全学習センター内の自転車通行空間を活用した施設講習を実施。

啓発・教育のポイント
○活動範囲が広がる段階ごとに、正しい自転車利用教育を行うことで、教育効果の継続を図る

▲◀交通安全学習センター施設内講習の様子 ▲センター施設内に設置された自転車通行空間
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Ⅱ．意識づくり （3） 事故から身を守るための取組の促進

1） 自転車保険加入の促進

取り組むべき施策と、具体的な措置２

2） ヘルメット着用の促進及び自転車の点検整備の促進

○自転車保険加入促進チラシを活用した意識啓発を促進。
○関係団体や教育機関、事業者、自転車小売事業者等を通じて、保険加入の必要性についての啓発を実施。
○様々な場面において、加入状況の確認および未加入者に対して、積極的な情報提供を実施。

○各講習機会、自転車の購入機会を通じて、ヘルメット着用、自転車点検の重要性の啓発を促進。
○自らの自転車を守るために、日常的な点検整備及び盗難防止措置の推奨を図る。

啓発・教育のポイント
○自転車が加害者になりうることを啓発を通じて警鐘する
○自転車利用者自身だけでなく、相手方の身も守る意識を醸成する

新条例

H30年度
保険加入率

小学校 21.2％
中学校 29.0％
高校 34.3％

※県立高校のPTA連合会、小中学校PTA連絡協議会が
案内している「総合保障制度」による加入率。個別に加入
しているものについては、未把握。
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Ⅲ．仕組みづくり

取り組むべき施策と、具体的な措置

目標の実現に向けた施策 具体的な措置

（1）クルマと自転車の かしこい
使い分けによる自転車利用促進 1)市内企業等との連携によるＰＲ策の実施

（2）サイクルツーリズムの推進による
自転車に乗りたくなる取組の充実

1)公共交通と連携したおすすめポタリングコースのＰＲ

2)サイクリングロードの整備推進（再掲-空間づくり）

（3）良好な駐輪環境の確保

1)市営駐輪場の設置・指定管理による管理

2)自転車等放置禁止区域内等の放置自転車等の
撤去及び返還・処分

3)駐輪場利用及び自転車等放置禁止区域の周知
徹底

目標

Ⅲ．仕組みづくり ～自動車から自転車への転換を促し、楽しく自転車を利用できる取組～

○「仕組みづくり」における目標の実現に向け、施策及び措置を定め、計画的に取組む。
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Ⅲ．仕組みづくり
（1）クルマと自転車のかしこい使い分けによる自転車利用促進

取り組むべき施策と、具体的な措置

1）市内企業等との連携によるPR策の実施

〇豊田エコ交通をすすめる会の会員へ、自転車関連ニュースや健康や移動に関する
コストに着目した取組など、エコ交通に関するニュースの配信を行う。

▲エコ交通メールニュース配信 ▲【参考】自転車通勤導入に関する手引き
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Ⅲ．仕組みづくり
（2） サイクルツーリズムの推進による自転車に乗りたくなる取組の充実

取り組むべき施策と、具体的な措置

1） 公共交通と連携したおすすめポタリングコースのＰＲ

○公共交通と連携し、自転車を利用しやすくなる取組を実施する。

▲観光ともタイアップ ▲旅ポタＰＲマップ
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Ⅲ．仕組みづくり （3） 良好な駐輪環境の確保

取り組むべき施策と、具体的な措置

1） 市営駐輪場の設置・指定管理に
よる管理

2） 自転車等放置禁止区域内等の
放置自転車等の撤去及び返還・処分

〇駅周辺の再整備に伴い、適正な駐輪台数が確保さ
れるよう、整備を進める。
○指定管理者による管理運営を実施し、良好な駐輪
環境の確保と利用者の利便性の向上を図る。

○自転車等放置禁止区域内の放置自転車等は
即日撤去。
○駐輪場内の放置自転車等は調査から一定期間経
過後に撤去。
○所有者が引き取りに来た場合は返還し、再利用可
能な自転車はリサイクルし資源を有効活用。

▲駐輪場 ▲リサイクル自転車
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Ⅲ．仕組みづくり （3） 良好な駐輪環境の確保

取り組むべき施策と、具体的な措置

3） 駐輪場利用及び自転車等放置禁止区域の周知徹底

○中心市街地内鉄道駅周辺の駐輪場の設置箇所や自転車等放置禁止区域に関するチラシ等を市内全高校
の新１年生に配布。

▲高校における啓発活動の様子 ▲啓発ツール


